
　　 連　載 　　

市
で
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
や
女
性
活

躍
推
進
に
積
極
的
な
事
業
所
を
山
県
市
さ
く
ら
カ
ン

パ
ニ
ー
と
し
て
認
定
し
て
い
ま
す
。
連
載
で
は
、
認

定
企
業
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

問
企
画
財
政
課　
℡
22-

6
8
2
5

き
ら
っ
と
輝
く
！

　
さ
く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー

こ
こ
が
さ
く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー

・
テ
レ
ワ
ー
ク
やW

EB

会
議
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
て
、
多
様
な
働
き
方
が
で
き

る
よ
う
に
職
場
環
境
を
整
え
て
い
る
。

・
毎
週
１
回
社
内
勉
強
会
を
実
施
し
、
世

代
や
部
署
の
垣
根
を
越
え
て
従
業
員
が
交

流
で
き
る
場
を
提
供
し
て
い
る
。

・
仕
事
の
標
準
化
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
き
た
こ
と
で
、
誰
か
が
休
ん
で
も
カ

バ
ー
で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
。

わ
が
社
の
さ
く
ら

　
部
署
ご
と
の
垣
根
が
な
く
、
誰
に
で
も

相
談
で
き
る
職
場
で
す
。
と
語
る
山
岸
さ

ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
私
の
職
場
は
、
毎
週
あ
る
社
内
勉
強
会

で
世
代
や
部
署
の
垣
根
を
越
え
て
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

で
、他
部
署
の
人
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
相
談
し

や
す
い
環
境
が
で
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、

会
社
と
し
て
継
続
的
に
仕
事
の
標
準
化
に

取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
で
、
し
っ
か
り
と
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
定
時
で
帰
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
が

休
ん
で
も
他
の
人
で
カ
バ
ー
で
き
る
の
で
有

休
が
取
り
や
す
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
社
内
で
は
新
商
品
開
発
や
企
画
提
案
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
幅
広
く
意
見
を
取
り
入
れ
る

た
め
メ
ン
バ
ー
は
立
候
補
制
に
し
て
い
ま

す
。
若
手
社
員
も
積
極
的
に
手
を
挙
げ
て
、

自
分
の
意
見
や
考
え
を
会
社
に
伝
え
て
い

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
環
境
が
皆
の
や
る
気

に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
と
て
も
活
発
で
明

る
い
職
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

16
さ
く
ら
ス
テ
ッ
プ
3

ミ
ズ
タ
ニ
バ
ル
ブ
工
業（
株
）

子ども未来投資給付金（多子世帯分）を支給します
　物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯（多子世帯）の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童
を4人以上養育している人に子ども未来投資給付金（多子世帯分）を支給します。

問子育て支援課　℡22-6839
ID30692

▲

対象児童　平成16年4月2日から令和4年12月31日までに出生した児童▲

支給対象者　
①令和4年4月1日時点で山県市に住民登録がある人
②申請時点で山県市に住民登録がある人
③対象児童を4人以上養育する人▲

支給手続き　 申請が必要です。必要書類を子育て支援課窓口まで直接提出または郵送してください。申請
書に記載されている指定口座へ振り込みます。▲

提出書類
①山県市子ども未来投資給付金（多子世帯分）申請書
②本人確認書類（顔写真付きのもの）
③ 受取口座（申請者名義）を確認できる書類　※金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）を確認できる部分
④ 養育する児童が1人でも別居している場合は、親子関係が分かる書類（戸籍謄本、戸籍抄本など）
詳しくは市HPをご覧いただくか、子育て支援課に問い合わせてください。

児童1人当たり一律10万円給付額 令和5年2月28日（火）申請期限

総務部総務係　山岸 彩香さん

広報やまがた　2022. 9 10



そ
の
領
収
書
、
捨
て
な
い
で
！

高
校
生
の
医
療
費
を
山
県
ま
ち
づ
く
り
振
興
券
で
助
成

　
市
で
は
、
高
校
生
の
保
護
者
に
山
県
ま
ち

づ
く
り
振
興
券
で
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
を
希
望
す
る
場
合
、申
請
が
必
要
で
す
。

受
付
期
間
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
者
に
は
7
月
上
旬
に
案
内

を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
HP
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
対
象
医
療
費

　
保
護
者
が
市
内
に
住
所
を
有
す
る
期
間
に

支
払
っ
た
、
高
校
生
な
ど
の
お
子
さ
ん
の
医

療
費
の
自
己
負
担
分
。
※
下
の
表
を
参
照

▼
受
付
期
間

令
和
5
年
1
月
4
日（
水
）〜
2
月
15
日（
水
）

8
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く

※
夜
間
窓
口
開
設
日　
1
月
25
日（
水
）

17
時
15
分
〜
20
時

※
休
日
窓
口
開
設
日　
1
月
8
日（
日
）、

2
月
12
日（
日
）　
9
時
〜
正
午

▼
申
請
場
所　
市
民
環
境
課
②
番
窓
口

▼
提
出
書
類

・
申
請
書

・
医
療
費
明
細
書

・
医
療
費
領
収
書（
原
本
）

・
学
生
証
、
保
険
証
な
ど

問
市
民
環
境
課　
℡
22-

6
8
2
7

ID
4
9
6
7

令和4年度年齢別助成対象一覧表� 令和4年4月1日現在
令和4年度 生年月日 助成対象の領収書 助成対象の医療費

高校1年生 H18.4.2生～H19.4.1生 R4.4.1～R4.12.31
高校入学からのもの  入院・外来、調剤、補装具、接骨院の

自己負担分（保険対象分）
※ 文書料、予防接種費、食事代、差額ベッ

ド代は除く
※ スポーツ振興センターや高額療養費

給付などで健康組合から補てんを受
けた部分は対象外

高校2年生 H17.4.2生～H18.4.1生
R4.1.1～R4.12.31

高校3年生 H16.4.2生～H17.4.1生

卒業生 H15.4.2生～H16.4.1生 R4.1.1～R4.3.31
高校卒業までのもの

※令和3年度に高校生だった人のR3.1.1〜R3.12.31までの助成対象の領収書も受け付けます。
※助成対象の領収書の合計金額が1,000円未満の場合は対象外です。（1,000円単位）

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の
ご
案
内

　

次
の
対
象
者
に
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。
制
度
の
利
用
に
は
申
請
が
必
要
で
、

受
付
お
よ
び
審
査
後
、
該
当
す
る
受
給
者
証

を
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、
住
所
、
氏
名
、
健

康
保
険
証
が
変
更
に
な
っ
た
と
き
は
、
受
給

者
証
、
保
険
証
を
お
持
ち
の
う
え
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
方
法

・
県
内
医
療
機
関　
保
険
証
と
一
緒
に
受
給

者
証
を
医
療
機
関
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
県
外
医
療
機
関　
自
己
負
担
分
を
い
っ
た

ん
医
療
機
関
で
支
払
い
、
後
日
、
市
民
環
境

課
ま
た
は
各
支
所
で
払
い
戻
し
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
環
境
課　
℡
22-

6
8
2
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1
0
0
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名　称 対　象　者 受給者証 所得制限 助成額 対象医療

子ども医療費
0歳～小学校就学前までの児童 乳幼児

なし
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
の
全
額

入
院
・
外
来

小学校１年生から中学校３年生までの児童 子ども

母子家庭等
  医療費

・ 18歳到達後の年度末までの児童を養育して
いる配偶者のいない母とその児童

・父母のいない18歳未満の児童
母子家庭等

あり

父子家庭
医療費

18歳到達後の年度末までの児童を養育してい
る配偶者のいない父とその児童 父子家庭

重度
心身障害者

医療費

・身体障害者手帳（１～３級）所持者 
・療育手帳（A1、A2、B1）所持者
・精神保健福祉手帳（１、２級） 所持者
・ 戦傷病者手帳（特別項症～第４項症）の交付を

受け､ かつ､ 身体障害者手帳４級所持者

重度

重
度
の
受
給
者
証
更
新

　
現
在
交
付
し
て
い
る
重
度
の
福
祉
医
療
費

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
9
月
30
日
で
す
。

　

所
得
審
査
後
、
9
月
中
旬
に
該
当
者
に

案
内
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　
9
月
15
日（
木
）〜
30
日（
金
）

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く

▼
受
付
場
所　
通
知
書
に
記
載

母
子
・
父
子
家
庭
受
給
者
証
の
更
新

　
10
月
中
旬
に
該
当
者
に
案
内
し
ま
す
。

広報やまがた　2022. 911


